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1 ．はじめに

令和２年通常国会に「賃貸住宅の管理業務
等の適正化に関する法律案」が提出され、同
年６月12日に成立、同月19日に公布された。
この法律は、賃貸住宅管理に関し、現に発生
しているトラブルを防止するとともに、近年
の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏
まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市
場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指
そうとするものである。
具体的には、①賃貸住宅管理業者の登録制

度を設けるとともに、事務所ごとに必置とな
る業務管理者の選任、オーナーに対する契約
締結前の重要事項説明等の義務づけ、②サブ
リース事業の適正化のため、不当な勧誘行為
及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーと
サブリース業者の間の特定賃貸借契約（マス
ターリース契約）締結前の重要事項説明等を
義務づけるものである。
このうち、①については令和３年６月まで

に施行、②のサブリース事業の適正化のため
の措置については、令和２年12月15日に施行
される。これについては、同年10月16日に「サ
ブリース事業に係る適正な業務のためのガイ
ドライン」（以下「ガイドライン」という。）
を公表した。同ガイドラインは、サブリース
業者等が広告・勧誘・契約を行うに際し、オ
ーナーとなろうとする方に対する「家賃減額
のリスク」や「契約解除」についての説明が

不十分であることによるトラブルを回避する
ことが何よりも重要であるとの考えの下、現
場の実態も踏まえつつ、具体的な規制の対
象・内容や法違反となる事例を具体的に明示
するものである。本稿ではこのガイドライン
の概要を紹介する。

2 　ガイドラインの概要について

法の制定背景等については本誌秋号に寄稿
のとおりでありそちらを参照いただくことと
して本稿では割愛するが、法は、サブリース
業者に対して次の①～⑤の規制を課してお
り、このうち、①、②については、勧誘者（サ
ブリース業者がマスターリース契約の締結に
ついての勧誘を行わせる者）に対しても課せ
られている。ガイドラインは①～④を対象と
して解説するものである。なお、その内容の
重複の観点から、本稿では①～③のガイドラ
インの概要を紹介する。
①　誇大広告等の禁止（法第28条）
②　不当な勧誘等の禁止（法第29条）
③ 　契約締結前における契約内容の説明及
び書面交付（法第30条）

④ 　契約締結時における書面交付（法第31
条）

⑤　書類の閲覧（法第32条）
このガイドラインのポイントは、⑴建設業

者・不動産業者等の業者のみならず、個人オ
ーナーも法における「勧誘者」に該当し得る

サブリース事業に係る適正な業務のための
ガイドラインについて

国土交通省不動産・建設経済局参事官　倉石 誠司
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ため法の規制の対象となり得ること、⑵広
告・勧誘・マスターリース契約締結それぞれ
のタイミングで、契約内容に関わらず借地借
家法の強行規定により、家賃の減額リスクが
あること、中途解約のリスクがあることにつ
いて、勧誘者・サブリース業者（以下「サブ
リース業者等」という）がオーナーとなろう
とする者に対して正確に説明しない場合、法
に基づく処分等の対象になることを示したこ
とにある（下図参照）。

3 　勧誘者について

サブリース事業においては、サブリース業

者が賃貸住宅の建設を請け負う建設業者、賃
貸住宅やその土地等の売買の仲介を行う不動
産業者等と連携し、オーナーとなろうとする
者に対し勧誘を行うことが一般的に行われて
いるという実態を踏まえ、このような勧誘者
による勧誘行為について何の規制も課さなけ
れば、サブリース業者は第三者に勧誘を委ね
ることにより、勧誘規制を免れることができ、
法の趣旨が全うされないこととなることか
ら、法は、サブリース業者がマスターリース
契約の締結についての勧誘を行わせる者を
「勧誘者」と位置づけ、勧誘者に対しても、
誇大広告等の禁止（法第28条）、不当な勧誘
等の禁止（法第29条）を義務づけた。

•
•

•

•
•
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3 ― 1勧誘者等の考え方
ガイドラインにおいては、この勧誘者につ

いて、①特定のサブリース業者と特定の関係
性を有する者であって②当該サブリース業者
のマスターリース契約の締結に向けた勧誘を
行う者として明確化している。
ここで、①における特定の関係性を有する

者とは、具体的には、サブリース業者から委
託を受けて勧誘を行う者が該当するほか、明
示的に勧誘を委託されてはいないが、サブリ
ース業者から勧誘を行うよう依頼されている
者等が該当し、依頼の形式は問わず、資本関
係も問わないとされ、個別の事案に応じて客
観的に判断されるべきものであることを前提
に、
・特定のサブリース業者が顧客を勧誘する目
的で作成した資料を用いてマスターリース
契約の内容や条件等を説明し、当該契約の
勧誘を行っている者

・特定のサブリース業者から、勧誘の謝礼と
して紹介料等の利益を得ている者

等が該当すると考えられるとして例示してい
る。
また、勧誘とは、個別の事案に応じて客観

的に判断されるものであるが、オーナーとな
ろうとする者がマスターリース契約を締結す
る意思の形成に影響を与える程度の進め方を
いうこととされ、例えば、特定のサブリース
業者とのマスターリース契約のメリットを強
調して締結の意欲を高めるなど、客観的に見
てオーナーとなろうとする者の意思の形成に
影響を影響を与えていると考えられる場合等
が該当する例として挙げられている。

3 ― 2具体例
このような考えのもと、ガイドラインでは、
個別事案ごとに客観的に判断されることに留
意する必要があるとした上で、通常は勧誘者

に該当すると考えられる以下のような例を示
している。
・建設業者が賃貸住宅のオーナーとなろうと
する者に対し、当該者が保有する土地や購
入しようとしている土地にアパート等の賃
貸住宅の建設を行う企画提案をする際に、
建設請負契約を結ぶ対象となる賃貸住宅に
関して、顧客を勧誘する目的でサブリース
業者が作成したマスターリース契約の内容
や条件等を説明する資料等を使って、賃貸
事業計画を説明したり、当該マスターリー
ス契約を結ぶことを進めたりする場合

・賃貸住宅のオーナーが賃貸住宅のオーナー
となろうとする者に対し、自己の物件につ
いてマスターリース契約を結んでいるサブ
リース業者等特定のサブリース業者から、
勧誘の対価として紹介料等の金銭を受け取
り、当該サブリース業者とマスターリース
契約を結ぶことを進めたり、当該マスター
リース契約の内容や条件等を説明したりす
る場合

4 　誇大広告等の禁止

サブリース業者等が行うマスターリース契
約の締結を促す広告において、オーナーとな
ろうとする者が賃貸事業の経験・専門知識が
乏しいことを利用し、サブリース業者が支払
うべき家賃やマスターリース契約の条件等を
明らかにせず、メリットのみを強調して、賃
貸事業のリスクを小さく見せる表示等を行っ
た場合、オーナーとなろうとする者は、広告
の内容の真偽を判断することは困難となり、
契約の内容等を誤認したままマスターリース
契約を締結することで、甚大な損害を被るこ
ととなる。このため、法第28条では、サブリ
ース業者等が一定の事項（４－１後述）につ
いて、著しく事実と相違し、又は実際のもの
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よりも著しく優良であり若しくは有利である
とオーナーとなろうとする者を誤認させるよ
うな表示をすることを禁止した。
ここで、「実際のものよりも著しく優良で
あり、若しくは著しく有利であると人を誤認
させるような表示」とは、ガイドラインにお
いて、マスターリース契約の内容等について
の専門的知識や情報を有していないオーナー
となろうとする者を誤認させる程度のものを
いい、その判断にあたっては、表示内容全体
からオーナーとなろうとする者が受ける印
象・認識により総合的に判断されることとし
て明確化している。
また、広告の媒体については、新聞の折り
込みチラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、
テレビ、ラジオ又はインターネットのホーム
ページ等種類を問わないとされた。

4 － 1  　誇大広告をしてはならない事項に
ついて

先述の一定の事項とは、「賃貸住宅の管理
業務等の適正化に関する法律施行規則」（令
和２年10月16日国土交通省令第83号。以下「規
則」という。）において、①マスターリース
契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及
び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に
関する事項②賃貸住宅の維持保全の実施方法
③賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に
関する事項④マスターリース契約の解除に関
する事項とされる。
このうち、①に関連して、ガイドラインで
は、「家賃保証」「空室保証」など空室の状況
に関わらず一定期間、一定の家賃を支払うこ
とを約束する旨等の表示を行う場合は、「家
賃保証」等の文言の隣接する箇所に、定期的
な家賃の見直しがある場合にはその旨及び借
地借家法第32条の規定により減額されること
があることを表示することとして明確化して

いる。
また、④に関連して、「○年間借り上げ保証」

など、表示された期間に解約しないことを約
束する旨の表示を行う場合は、当該契約期間
中であっても業者から解約をする可能性があ
ること、オーナーからの中途解約条項がある
場合であってもオーナーから解約する場合に
は、借地借家法第28条に基づき、正当事由が
あると認められる場合でなければすることが
できないことを表示することとして明確化し
ている。更に、オーナーが更新を拒絶する場
合には借地借家法第28条が適用され、オーナ
ーからは正当事由がなければ解約できないに
もかかわらず、オーナーから自由に更新を拒
絶できると誤解させるような表示をしてはな
らないこと等を明確化している。

4 ― 2　広告の表示に関する留意事項
このほか、ガイドラインでは、広告の表示

方法についても詳説しており、具体的には、
マスターリース契約の内容等の取引条件を強
調する表示（以下「強調表示」という。）を
使用する場合には、基本的には、強調表示か
らは一般のオーナーとなろうとする者が通常
は予期できない事項であってマスターリース
契約を選択するに当たって重要な考慮要素と
なるものに関する表示（以下「打ち消し表示」
という。）を分かりやすく適切に行わなけれ
ばならないとしている。
また、広告において体験談を用いる場合は、
賃貸住宅経営は、賃貸住宅の立地等の個別の
条件が大きな影響を与えるにも関わらず、体
験談を含めた表示全体から、「大多数の人が
マスターリース契約を締結することで同じよ
うなメリットを得ることができる」という認
識を抱いてしまうことから、体験談とは異な
る賃貸住宅経営の実績となっている事例が一
定数存在する場合等には、打消し表示が明瞭
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に記載されていたとしても、問題のある表示
となるおそれがあるため、体験談を用いるこ
とは、法第28条違反となる可能性があること
として明確化している。

4 ― 3　具体例
このような考えのもと、ガイドラインでは、

個別事案ごとに客観的に判断されることに留
意する必要があるとした上で、誇大広告等に
該当すると考えられる以下のような例を示し
ている。
①　サブリース業者がオーナーに支払う家賃
の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条
件並びにその変更に関する事項

・「○年家賃保証」という記載に隣接する箇
所に、定期的な見直しがあること等のリス
ク情報について表示せず、又は離れた箇所
に表示している

・実際は記載の期間より短い期間で家賃の改
定があるにも関わらず、オーナーの声とし
て○年間家賃収入が保証されるような経験
談を表示している　等

④　マスターリース契約の解除に関する事項
・契約期間中であっても業者から解約するこ
とが可能であるにも関わらずその旨を記載
せずに、「30年間一括借り上げ」「契約期間
中、借り上げ続けます」等の表示をしてい
る

・実際には借地借家法が適用され、オーナー
からは正当事由がなければ解約できないに
も関わらず、「いつでも自由に解約できま
す」と表示している　等

5 　不当な勧誘等の禁止

サブリース業者等が、誤った情報や不正確
な情報による勧誘や強引な勧誘等、相手方の
意思決定を歪めるような勧誘や、同様の方法

により契約の解除を妨げる行為を行うことに
より、オーナーとなろうとする者等は、契約
について正しい情報が得られず、また、契約
について正しい判断ができない環境下に置か
れることになり、甚大な損害を被ることにな
るため、法第29条では、契約締結等の際に、
マスターリース契約に関する事項であって、
オーナー等の判断に影響を及ぼすこととなる
重要なもの（５－１後述）について、故意の
事実不告知・不実告知（５－２後述）を禁止
するとともに、オーナー等の保護に欠ける行
為（５－３後述）を禁止している。

5 ― 1  　オーナー等の判断に影響を及ぼす
こととなる重要なものについて

ここで、オーナー等の判断に影響を及ぼす
こととなる重要な事項とは、ガイドラインに
おいて、サブリース業者がオーナーに支払う
家賃の額等の賃貸の条件やその変更に関する
事項、サブリース業者が行う賃貸住宅の維持
保全の内容及び実施方法、契約期間に発生す
る維持保全、長期修繕等の費用負担に関する
事項、契約の更新又は解除に関する事項等、
当該事項を告げない、又は事実と違うことを
告げることで、オーナー等の不利益に直結す
るものが該当すると明確化している。

5 ― 2　事実不告知、不実告知について
「故意に事実を告げず」（事実不告知）、「故
意に不実のことを告げる行為」（不実告知）
における故意性については、客観的事実によ
って推認されることとなるほか、サブリース
業者等であれば当然に知っていると思われる
事項を告げないような場合については、故意
の存在が推認されると考えられる。ガイドラ
インでは、個別事案ごとに客観的に判断され
るべきものであるとした上で、通常であれば
事実不告知・事実不告知に該当すると考えら
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れる例を示しており、以下その一例を紹介す
る。
（事実不告知の例）
・将来の家賃減額リスクがあること、契約期
間中であってもサブリース業者から契約解
除の可能性があることや借地借家法の規定
によりオーナーからの解約には正当事由が
必要であること、オーナーの維持保全、原
状回復、大規模修繕等の費用負担があるこ
と等について、あえて伝えず、サブリース
事業のメリットのみ伝える勧誘行為

（不実告知の例）
・借地借家法により、オーナーに支払われる
家賃が減額される場合があるにも関わら
ず、断定的に「都心の物件なら需要が下が
らないのでサブリース家賃も下がることは
ない」「当社のサブリース方式なら入居率
は確実であり、絶対に家賃保証できる」「サ
ブリース事業であれば家賃保証100%保証
で、絶対に損はしない」「家賃収入は将来
にわたって確実に保証される」といったこ
とを伝える行為

5 ― 3  　特定賃貸借契約の相手方又は相手
方となろうとする者の保護に欠ける
ものについて

規則第４条では、①マスターリース契約を
締結若しくは更新させ、又はマスターリース
契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるた
め、オーナー等を威迫する行為（第１号）②
マスターリース契約の締結又は更新について
オーナー等に迷惑を覚えさせるような時間に
電話又は訪問により勧誘する行為（第２号）
③マスターリース契約の締結又は更新につい
て深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は
業務の平穏を害するような方法によりオーナ
ー等を困惑させる行為（第３号）④マスター
リース契約の締結又は更新をしない旨の意思

（当該契約の締結又は更新の勧誘を受けるこ
とを希望しない旨の意思を含む。）を表示し
たオーナー等に対して執ように勧誘する行為
（第４号）を規定する。
その上で、ガイドラインでは各号の考え方

について、概要以下のとおり明確化している。
①　「威迫する行為」とは、脅迫とは異なり、
相手方に恐怖心を生じさせるまでは要しな
いが、相手方に不安の念を抱かせる行為が
該当する。

②　「迷惑を覚えさせるような時間」とは、
オーナー等の職業や生活習慣等に応じ、個
別に判断されるものであるが、一般的には、
オーナー等に承諾を得ている場合を除き、
特段の理由がなく、午後９時から午前８時
までの時間帯に電話勧誘又は訪問勧誘を行
うことは、該当する。

③　「オーナー等を困惑させる行為」につい
ては、個別の事例ごとに判断がなされるも
のであるが、深夜勧誘や長時間勧誘のほか、
例えば、オーナー等が勤務時間中であるこ
とを知りながら執ような勧誘を行ってオー
ナー等を困惑させることや面会を強要して
オーナー等を困惑させるようなことなどが
該当する。

④　「締結又は更新をしない旨の意思」は口
頭であるか書面であるかを問わない。また、
電話勧誘又は訪問勧誘等の勧誘方法、自宅
又は会社等の勧誘場所の如何に関わらず、
オーナー等が締結等をしない旨の意思を表
示した場合には、意思表示後に再度勧誘す
る行為は禁止され、１度でも再勧誘行為を
行えば本規定に違反することとなる

6 　重要事項説明について

サブリース事業においては、オーナーとな
ろうとする者とサブリース業者には情報の非
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対称性が存することが一般的であり、サブリ
ース業者の中には、このような格差を利用し、
将来的な家賃の減額等が生じる可能性がある
にも関わらず、マスターリース契約の締結に
あたり、家賃改定条件、契約解除条件等につ
いて、オーナーとなろうとする者に十分な説
明を行わず、契約内容を誤認させたまま、契
約を締結させる悪質業者が存在し、オーナー
との間では大きなトラブルが多発している。
このため、オーナーとなろうとする者が契

約内容を正しく理解した上で、適切なリスク
判断のもと、マスターリース契約を締結する
ことができる環境を整えるため、法は、サブ
リース業者に対し、契約締結前に、オーナー
となろうとする者に書面を交付し、説明する
ことを義務づけている。
その上で、ガイドラインでは、重要事項の

説明者について、賃貸不動産経営管理士など
専門的知識及び経験を有する者によって説明
が行われることが望ましいとするとともに、
説明のタイミングについて、オーナーとなろ
うとする者が契約内容とリスクを十分に理解
し、契約意思が安定した状態で契約締結でき
るよう、熟慮期間を与えるという観点から、
重要事項の説明から契約締結までに一定期間
を置くことが望ましいとしている。

6 ― 1　重要事項の説明事項
説明事項については規則第６条各号で規定

され、ガイドラインでは、その具体的な考え
方を明確化しており、以下、その一部につい
て紹介すると、
・同条第４号では、マスターリース契約の相
手方に支払う家賃の額、支払期日、支払方
法等の条件並びにその変更に関する事項を
規定し、ガイドラインでは、サブリース業
者がオーナーに支払う家賃の設定根拠につ
いて近傍同種の家賃相場を示すなどして記

載し説明すること、契約において家賃改定
日が定められていたとしても、その日以外
でも借地借家法に基づく減額請求ができる
こと等について記載し説明すること等とし
ている。

・また、同条第14号では、借地借家法その他
マスターリース契約に係る法令に関する事
項の概要を規定し、ガイドラインでは、サ
ブリース業者が支払う家賃について借地借
家法第32条規定の要件に合致する場合、契
約の条件に関わらずサブリース業者は家賃
を相当な家賃に減額することを請求するこ
とができること、及び空室の増加やサブリ
ース業者の経営状況の悪化等が生じたとし
ても、同条規定のいずれかの要件を充足し
ない限りは同条に基づく減額請求はできな
いことを記載し説明することとしている。
また、普通借家契約としてマスターリース
契約を締結する場合、借地借家法第28条が
適用されるため、オーナーから更新を拒絶
する場合には、正当事由があると認められ
る場合でなければすることができない旨を
記載し、説明すること等としている。

6 ― 1  　重要事項の説明にITを活用する場
合

法は、サブリース業者は、マスターリース
契約の相手方となろうとする者から一定事項
についての承諾を得たことを前提に、重要事
項説明書に記載すべき事項を電磁的方法（電
子メール等）により提供することができると
して規定する。
また、ガイドラインでは、一定の要件を満

たす場合において、テレビ会議等のITによ
る重要事項説明についても対面による重要事
項説明と同様に取り扱うこととして明確化し
た。



51

RETIO.  NO.120  2021年冬号  

7 　終わりに

サブリース事業については、家賃保証等の
契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発
し、オーナーが自己破産や自殺に追い込まれ
るなど社会問題化するに至ったケースもある
が、低所得者居住支援、サ高住を含め高齢者
用の住居や外国人留学生・労働者用の宿舎等
の供給などに活用されており、正しく運用さ
れれば社会的意義も認められるビジネス形態
でもある。
サブリース事業が正しく運用され、サブリ
ース業者等とオーナーとの間のトラブルの未
然防止を図るためには、サブリース業者等は
もとより、オーナーも法の趣旨やガイドライ
ンの内容等について正確な知識を身につけて
いただくことが重要である。このため、国土
交通省としては、これらの者が正確な知識を
身につけ、事業を実施できるよう、サブリー
ス業者等に対して周知徹底を図るとともに、
関係省庁とも連携しながら、賃貸住宅のオー
ナーや広く一般の方に対しても、チラシ・リ
ーフレットの公表等により、法、ガイドライ
ンの内容等についてできる限り分かりやすい
周知を徹底していく予定である。
ガイドラインの策定、また、このような取
組を通じて法を遵守しながらビジネスが展開
されることで、悪質な業者が淘汰されていく
とともに、善良な業者による適正な管理がし
っかりと評価され、サブリース事業を含む賃
貸住宅管理業が健全なフィービジネスとして
発展していくことを期待したい。

ⅰ　「賃貸住宅経営に関する注意喚起のリーフレット・チラシについて」https://www.mlit.go.jp/report/press/
tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00005.html


